国富町地域おこし協力隊採用支援業務委託 公募型プロポーザル実施要領
１　目的
本町で初めての地域おこし協力隊を採用するにあたり、国富町における地域資源を活用したまちづくりを推進するより良い人材を確保するため、地域おこし協力隊の募集及び採用の支援に関する業務を公募型プロポーザル方式により受注者を選定することとし、手続き等についてはこの実施要領に定める。

２　業務概要
⑴　業務名　国富町地域おこし協力隊採用支援業務委託
[bookmark: _GoBack]⑵　業務内容　別紙仕様書のとおり
⑶　期 間　契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで
⑷　委託額　３，４６５，０００円（消費税及び地方消費税を含む）を上限とする
⑸　支払条件　完了後一括払い
⑹　発注方法　公募型プロポーザル方式

３　スケジュール
	月 日
	内 容

	令和８年４月２８日（火）
	公告・ホームページ掲載

	５月　８日（金）
	参加申込 提出締切

	５月１８日（月）
	企画提案書 提出締切

	５月下旬頃
	優先交渉権者の決定及び通知（業務内容の協議開始）

	　６月中旬頃
	業務委託契約締結（協議成立後・予定）


※　本プロポーザルにおいては、原則として提出された企画提案書により審査を行います。提出後、随時、内容について本町から質問を行う場合がありますので、別に指定する期日までに回答願います。

４　参加資格
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]本プロポーザルに参加を希望できる者は、参加表明書（別記様式第１号）の提出日現在において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴　法人格を有している者であること。
⑵　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当
していない者及び同条第２項の規定に基づく国富町の入札参加制限を受けていない者であること。
⑶　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続又は民事再生法（平成 １１年法律第２２５号）に基づく再生手続の開始の申立てがなされている者でないこと。 
⑷　参加表明書の提出日から契約までの間に、官公庁から指名停止措置を受けていない者であること。
⑸　税を滞納していない者であること。
⑹　国富町暴力団排除条例（平成２３年国富町条例第１３号）に定める暴力団関係者で
ないこと。
⑺　次のいずれにも該当しない者であること。
ア　宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体
イ　特定の公職者（候補者を含む）又は政党を推薦し、支持し又は反対することを目的とする団体
⑻　過去３年間に本事業と類似の事業を受託した、又は事業者自身が類似の事業を実施した実績があること。
⑼　本業務の実施について、町の求めに速やかに対応できる体制を整えていること。

５　提案書等の提出
⑴　参加申込
ア　提出書類
本業務のプロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類を提出すること。
(ｱ)　参加表明書（別記様式第１号）
(ｲ)　誓約書（別記様式第２号）
(ｳ)　企業概要書（別記様式第４号）
イ　提出期限 令和８年５月８日（金）１７時まで
ウ　提出先 「６　担当部署」に記載のとおり
エ　提出方法
ＰＤＦ形式のデータ各様式１部をメールにより提出する。ただし、提案者において何らかの事由がある場合は、郵送又は窓口に持参することも可能とする。この場合は、事前にその旨の相談、報告を行うこと。

⑵　企画提案書の提出
ア　提出書類
(ｱ)　受託実績表（別記様式第５号）
(ｲ)　企画提案書（様式は任意）
任意の様式（Ａ４版。図面等はＡ３版まで可能とする。）により、「２　⑵業務内容」に記載する事項に対する企画提案書を作成する。ただし、企画提案書においては、実施体制、工程表を必ず内容に含めるものとする。

(ｳ)　納税証明書の写し
納税証明書（申込日から３か月以内に発行されたもの。課税のあるもののみ提出）(町内に本社又は営業所のない事業者は国税納税証明書のみ提出)
(ｴ)　見積書及び見積明細書（様式は任意）
経費の区分及び内訳を明示すること。
イ　提出期限 令和８年５月１８日（月）１７時まで
[bookmark: OLE_LINK1]ウ　提出先 「６　担当部署」に記載のとおり
エ　提出方法
ＰＤＦ形式のデータをメールにより提出する。ただし、提案者において何らかの事由がある場合は、データを郵送又は窓口に持参することも可能とする。この場合は、事前にその旨を相談、報告すること。

⑶　質問及び回答
ア　質問
本業務に関し質問がある場合は、質問書（別記様式第６号）を「６　担当部署」へ電子メール（PDF 形式）にて提出すること。この場合、件名は「【協力隊採用】プロポ質問書（会社名）」とする。電話による質問は受け付けない。
なお、提出期限は令和８年５月１１日（月）１７時まで（必着）とする。
イ　回答
原則として、質問者に対し、質問受付日の翌日から起算して３日以内（土曜日、日曜日及び祝日を除く。）に回答するものとする。ただし、仕様書等の変更に係る回答については、参加申込書を提出した全ての者に行うものとする。

６　担当部署
⑴　住所　宮崎県東諸県郡国富町大字本庄４８００番地 
⑵　担当　国富町総合戦略課
⑶　電話　０９８５‐７５‐３１２６
⑷　メール　kikaku@town.kunitomi.miyazaki.jp

７　選考方法
⑴　審査・選考方法
事業者の選定にあたっては、本町が設置する審査委員会において優先交渉権者を選定する。選定にあたっては、企画提案書（見積書による価格評価を含む）に基づき審査を行う。審査の結果、合計した総得点により順位を付し、最も高い順位の者を優先交渉権者として選定する。
なお、総得点が同点の場合は、各委員の評点で高い順位を得た数の多い者を選定し、同数の場合は合議により選定する。ただし、提案者が１者の場合は、総配点の６割を超えることを最低基準点として設定する。
⑵　審査基準
	審査項目
	審査の視点
	配点

	基本的な考え方
	本町の課題、本業務の必要性を理解し、業務の全体像を明確に把握できているか。
	１０点

	業務実績
	過去３年間で他市町村において、本事業と類似の事業を受託した実績があるか。
	１０点

	業務実施体制
	業務を円滑に進めるための知識・能力及び経験を有する人員など実施体制が確保されているか。
	１０点

	募集要項の設計、募集原稿の作成
	隊員募集に係る方法が明確に整理されており、的確な隊員募集に繋がる提案となっているか。
	２０点

	募集の広報
	隊員募集の広報について、WEBサイトやSNS等効果的な方法となっているか。
	２０点

	隊員採用支援
	本町が求める協力隊員の採用ができる支援内容となっているか。具体的な内容となっているか。
	２０点

	費用
	上限額以内において費用対効果の観点で適切な価格となっているか。
	１０点



８　審査結果通知
審査結果は、各提案者に書面によりメールで通知する。ただし、結果に対する審査の過程、理由については回答しない。

９　契約内容協議及び契約
契約にあたっては、提案内容を基本としながら本町及び優先交渉権者において協議を行い、工程を含む仕様及び金額を確定するものとする。ただし、協議が整わなかった場合は、審査における次点の者を新たな優先交渉権者として選定し、協議を開始する。

10　特記事項
⑴　提出された提案書等は返却せず、提出後の記載内容の追加、修正はできないものとし、契約までの間に虚偽の記載があることが判明した場合は、直ちに失格とする。
なお、契約後においては、契約書に記載のとおり対応するものとする。
⑵　提出書類等に虚偽の記載をし、失格とされた場合、国富町の指名停止措置を行う場合がある。
⑶　提案書等の作成、提出、説明などに関する費用は、提出者の負担とする。
⑷　参加表明書の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに提案辞退届（別記様式第３号）により、「６　担当部署」へ通知すること。
⑸　本プロポーザルにおいて知り得た本町の事業等の内容については、守秘義務を課す。
⑹　提案者は、本町のプロポーザルの関係者に対して、本要領に基づく質疑等を除き、接触を禁止する。ただし、提案書等の内容について疑義があり、町から問い合わせを行う場合は除く。
